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4.1 居住誘導区域とは  
居住誘導区域とは、⼈⼝減少の中にあっても⼀定エリアの⼈⼝密度を維持することにより、⽣

活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導していく区域のことです。 
都市全体における⼈⼝や⼟地利⽤、交通や財政、災害リスクの現状及び将来の⾒通しを勘案し

つつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資*や公共公益
施設の維持運営などの都市経営が効率的に⾏われるように、区域を設定します。 

 

 
図 4.1：立地適正化計画の区域 
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4.2 居住誘導区域の設定方針  
居住誘導区域の設定にあたっては、都市再⽣特別措置法などに基づき、以下のフローにより、

区域の検討を⾏いました。 
 

■ 居住誘導区域の設定フロー 

︻
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
︼ 

除
外
範
囲
の
検
討 

1-1 法制度上含められない・含めるべきでない区域を除外 
• 市街化区域内を対象に設定 
• 法律上、区域に含められない、⼟砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域*、

地すべり防止区域*は除外 
• 住宅の建設が制限される工業専⽤地域などの工業系⽤途地域や、地区計画などで

住宅の建設が制限されている区域は除外 
1-2 災害リスクの⾼い区域を除外 
• ⼟砂災害警戒区域は除外 
• 洪水浸水想定区域のうち、計画規模*の降⾬による浸水深３m 以上の区域は除外 

 
 

︻
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
︼ 

ベ
ー
ス
と
な
る
区
域
の
検
討 

2-1 住居系の⼟地利用が想定されている範囲を抽出 
• ⽤途地域が住居系または商業系に指定されている範囲、地区計画で住宅系⼟地利

⽤が想定されている範囲を抽出 

2-2 人口集積が維持される⾒込みの範囲を抽出 
• 令和 27 年（2045 年）時点で⼈⼝密度が 40 ⼈/ha 以上になると想定されている

エリアを抽出 
2-3 身近な都市機能が充実している範囲を抽出 
• 居住地周辺で利便性を享受できるようにすべき都市機能を商業、医療、⼦育て、

教育と定義し、これら４種の都市機能に対し徒歩圏域（800ｍ以内）が３種以上
重なる範囲を、⾝近な都市機能が充実している地域として抽出 

2-4 公共交通ネットワークが確保されている範囲を抽出 
• 公共交通徒歩圏域（鉄道駅１km 以内またはバス停 300m 以内）を抽出 

 
 

【STEP３】個別調整を⾏い、地形地物に沿って区域を設定 
• STEP2 の 4 項目の抽出結果を重ね合わせの上、実際の利便性や区域の連続性などを踏まえ

て個別調整を⾏い、道路境界、地形地物などにより区域境界を設定 
• 防災指針の検討過程において、災害リスクの回避・低減が困難と判断されたエリアは個別

に除外 
 
 

居住誘導区域の設定 
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4.3 居住誘導区域 

設定フローに基づき、本市における居住誘導区域を以下のとおり設定します。 

 

 

 図 4.2：居住誘導区域 
 

 

居住誘導区域面積︓716.7ha 
（市街化区域面積（令和６年 12 月 24 ⽇時点）の約 82%） 


